
 

一般社団法人浜松青年会議所

会員資格規程 

 

第１章 正会員 

 

（正会員） 

第１条  定款第６条第１項第１号に定める正会員は、別に定める入会規程により入会し、

定められた会費の納入があったものとする。 

 
第２章 特別会員 

 
 

（特別会員） 

第２条  定款第６条第１項第２号に定める特別会員は、終身会費の納入があったものとする。 

 
第３章 名誉会員 

 
 

（名誉会員） 

第３条. 定款第６条第１項第３号に定める名誉会員は、当該年度のみとする。

但し、再任及び終身制を妨げない。 

 
第４章 会費の納入 

 
 

（会費の納入） 

第４条  定款第８条に規定する会費の納入時期は、理事会において定め、通知した日より 

１ケ月以内に次の金額を本会議所口座に全納しなければならない。ただし、特別

の理由で理事会の承認をうけた場合はこの限りでない。 

会費正会員金 １５０，０００ 円（年） 

特別会員当該年会費の２分の１（終身） 

 
 

（退会手続き） 

第４条の２  正会員が会費納入義務を履行しない場合には、理事長は当該会員に対し、会費      

納入の勧告をする。 

（２）前項の会費納入勧告後においても会費の納入がない場合には、会員資格        

を喪失する。 



 

（臨時会費） 

第５条  臨時の会費は、理事会において定め、総会の承認を経て徴収する。 

 
 

第５章 正会員の退会 

 
 

（退会） 

第６条  定款第９条に定める手続きは、次の通りとする。 

（１）退会を希望する者は、その理由を附した退会届を理事長に提出しなければ

ならない。 

（２）理事長もしくは、推薦者は退会希望者と面談し、その結果を理事会に提出

する。 

（３）理事長は、理事会の承認を経て、当該会員の退会を全正会員に通知する。 

 
 

（除名） 

第７条  定款第１０条第１項第１号に定める事項は、３名以上の正会員が理事会に文書で

申し出なければならない。 

第８条  定款第１０条第３号に定める事項は次の通りとする。 

例会を６回連続欠席した場合、又は各種行事への参加が不良で、例会の年間出席

率３０％未満の場合。但し、休会者はこの限りではない。 

 
第６章 正会員の休会 

 
 

（休会） 

第９条  特別な理由により、翌年１年間出席が不可能な者は休会することができる。

但し、次の手続きを行わなければならない。 

（１）休会を希望する者は、その理由を附した休会届を理事長に提出しなければ

ならない。 

（２）理事長は休会希望者と面談し、その結果を理事会に提出する。 

（３）理事長は、理事会の承認を経て、当該会員の休会を全正会員に通知する。 

（４）休会者は、第４条に定める次年度分の会費の２分の１を納入しなければな

らない。納入された会費は返還されない。 

 
（休会期間中の復帰） 

第１０条  休会期間中に復帰しようとする者は、理事長と面談し、理事会の承認を得なれば    

ならない。但し、第４条に定める会費の２分の１を理事会承認後２週間以内に

納入しなければならない。



 

附則 

昭和５６年１１月１６日 一部改正 

昭和６１年１１月２０日 一部改正 

平成２２年１９月２０日 一部改正 

平成２９年１５月３０日 一部改正 

平成１７年１４月２１日 一部改正 

平成２２年１１月３０日 一部改正 

令和 ５年１２月２９日 一部改正 

本規程は、総会の承認を経た上で、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する 

法律第２９条第１項第４号に定める公益認定の取消しの処分を受けた日から施行する。 

(総会承認日 令和５年 ８月 ３日 

取消処分日 令和５年１２月２８日) 




